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令和８年度地方税制改正(案)の概要について 

 

令和８年度地方税制改正（案）の概要（令和８年２月２０日現在）について、下記の

とおり報告します。 

 

１．個人住民税 

（１）給与所得控除額の引き上げ（令和９年度から適用予定） 

給与所得控除の最低保障額を７４万円（現行：６５万円）に引き上げる。 

見直し前 見直し案 

65万円（給与収入190万円まで） 74万円（給与収入220万円まで） 

 

（２）扶養親族等に係る所得要件の引き上げ（令和９年度から適用予定） 

・同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を６２万円以下（現行：

５８万円以下）に引き上げる。 

・ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を６２万円

以下（現行：５８万円以下）に引き上げる。 

・勤労学生の前年の合計所得金額要件を８９万円以下（現行：８５万円以下）に

引き上げる。条例 

 

（３）ひとり親控除額の引き上げ（令和１０年度から適用予定） 

ひとり親控除額を３３万円（現行：３０万円）に引き上げる。 

 

（４）寄附金税額控除（ふるさと納税）の見直し（令和１０年度分以後に適用予定） 

特例控除額に新たに上限額（１９３万円）を設定する。 

 

（５）適用期限の延長等 

①肉用牛の売却による農業所得の課税の特例条例 

適用期限を３年延長（現行：令和９年度末） 

②特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例条例 

スイッチOTC医薬品の購入対価については適用期限を撤廃し、その他の医薬品

の購入対価については適用期限を５年延長（現行：令和９年度末） 

③優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例条例 

適用要件（住宅建築単価の上限額等）の見直しを行った上で、適用期限を３年

延長（現行：令和８年度末） 
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④住宅ローン控除の適用の延長等条例 

所得税において、借入限度額等の見直しを行った上で、適用期限を５年延長（現

行：令和７年末入居） 

※所得税額から控除しきれなかった額を個人住民税額から控除する控除限度

額は変更なし 

 

（６）その他 

①公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る所要の措置（令和９年１月１日以

降の支払いに適用予定）条例 

所得税において扶養親族等申告書の提出が不要な場合であっても、個人住民税

において扶養親族等の必要な情報が得られるよう提出義務の範囲を拡大する。 

 

２．法人住民税 

（１）大胆な設備投資の促進に向けた税制措置 

法人税において大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設等が行われること

を踏まえ、法人住民税において法人税に準じた措置を講ずる。 

 

３．固定資産税等 

（１）住宅に係る固定資産税額の減額措置面積要件の見直しと期間の延長（令和８年

４月１日施行予定） 

新築、耐震改修、バリアフリー改修等の住宅に係る固定資産税減額措置について、

床面積要件を５０～２８０㎡から４０～２４０㎡に見直した上で、期限を５年延

長（現行：令和７年度末）。また、新築軽減については、一定の災害ハザードエリ

アを特例対象外とする立地要件の見直しも行う。 

 

（２）バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る特例措置の拡充・延長（令

和８年４月１日施行予定）特例率のみ条例 

対象建築物を特別特定建築物全般とする等の見直しを行い、減額率を３分の１を

参酌して６分の１以上２分の１以内で条例で定めるものとした上で３年延長（現

行：令和７年度末） 

※特別特定建築物：不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設（劇場、音楽堂、

特別支援学校、保健所、老人ホーム、福祉ホームなど） 

 

（３）再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充・延長（令和８

年４月１日施行予定）特例率のみ条例 

ペロブスカイト太陽電池及び洋上風力発電設備に係る特例率を拡充するなど重点

化を図った上、３年延長（現行：令和７年度末） 
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・ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備（２分の１を参酌して３分の１

以上３分の２以内で条例で定める） 

・風力発電は再エネ海域利用法又は港湾法に基づくものに見直し 

・バイオマス発電設備（出力１万 kW 以上）については、特例の対象外とする。 

 

（４）物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の拡

充・延長（令和８年４月１日他施行予定） 

特例対象を広く共同利用可能な物流拠点施設とする等の見直しを行った上で、２

年延長（現行：令和７年度末） 

 

（５）固定資産税・都市計画税の免税点の見直し（令和９年４月１日施行予定）条例 

物価指数等が上昇していることを踏まえ、固定資産税等が課税されない課税標準

額を、家屋については２０万円から３０万円に、償却資産については１５０万円

から１８０万円に見直す（土地は据え置き）。 

 

４．軽自動車税  

（１）環境性能割の廃止（令和８年４月１日施行予定）条例 

・令和８年３月３１日をもって軽自動車税環境性能割を廃止 

・種別割の名称を「軽自動車種別割」から「軽自動車税」に変更 

 

（２）グリーン化特例（軽課）の延長（令和８年４月１日施行予定）条例 

電気自動車等の現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を令和１０年３月３１

日まで延長（現行：令和８年３月３１日まで） 

 

５．その他 

（１）ダイレクト納付の利便性の向上（令和１０年４月１日以後に適用予定） 

eLTAX により行われる申告等と併せてダイレクト納付の手続きを法定納期限当

日に行われた場合に、法定納期限の翌取引日にその納付又は納入がされたときは、

法定納期限当日に納付又は納入があったものとみなし、延滞金に関する規定を適

用する。 

 

（２）大規模災害時における森林環境税の免除手続に係る所要の措置（令和８年４月

１日施行予定） 

納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により免除要件に該当することが

明らかであるときは市町村長が職権で免除することを可能とする。 

 

（３）地方税犯則調査手続等の見直し（令和９年１０月１日施行予定） 

電磁的記録提供命令をすることができることとするなど、電磁的記録に係る証拠

収集手続の整備を図る。 
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